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※ 所定の期限に引渡し・入居が完了していることが必要です。

※



※新型コロナウイルス感染症の影響により、すまい給付金事務局が規模を縮小して事業を実施することがあり、
   この場合はこれよりも時間がかかる可能性があります。

●現金での購入では、給付対象者の収入上限額が650万円になります。
●消費税率8％時は、給付基礎額が異なります。（すまい給付金ホームページ等で確認できます。）

■注文住宅の新築（工事請負契約）の場合
                             ：令和2年10月1日～令和3年 9月30日
■分譲住宅・中古住宅取得（不動産売買契約）の場合
                             ：令和2年12月1日～令和3年11月30日

住宅取得契約の契約日　　　　　　　　　　　　　     引渡し・入居期限

令和4年12月31日

引渡し・入居期限

※その他の期間に締結した住宅取得契約の場合、引渡し・入居期限は、令和3年12月31日です。

郵送申請

窓口申請

住宅ローン利用者の他、50歳以上で現金購入された方も対象と
なります。
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